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内
閣
府

○

令
第

号

法
務
省

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を

図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
社

債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

法
務
大
臣

鈴
木

馨
祐

社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

内
閣
府

社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
四
年

令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

法
務
省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
特
定
個
人
情
報
の
提
供
）

（
特
定
個
人
情
報
の
提
供
）

第
六
十
二
条

振
替
機
関
又
は
口
座
管
理
機
関
は
、
株
式
の
振
替
を
行
う
た
め
の

第
六
十
二
条

振
替
機
関
又
は
口
座
管
理
機
関
は
、
株
式
の
振
替
を
行
う
た
め
の

口
座
を
開
設
し
た
場
合
そ
の
他
の
特
定
個
人
情
報
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

口
座
を
開
設
し
た
場
合
そ
の
他
の
特
定
個
人
情
報
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
以

法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
場
合
に
は
、
当
該
振
替
機
関
又
は
当

れ
る
場
合
と
し
て
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
場
合
に
は
、
当
該
振
替
機
関
又
は
当

該
口
座
管
理
機
関
の
上
位
機
関
で
あ
る
振
替
機
関
の
業
務
規
程
（
こ
れ
ら
の
振

該
口
座
管
理
機
関
の
上
位
機
関
で
あ
る
振
替
機
関
の
業
務
規
程
（
こ
れ
ら
の
振

替
機
関
が
法
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
た
業
務
を
営
む
場
合
に

替
機
関
が
法
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
た
業
務
を
営
む
場
合
に

は
、
当
該
業
務
の
運
営
に
関
す
る
規
則
を
含
む
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

は
、
当
該
業
務
の
運
営
に
関
す
る
規
則
を
含
む
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
社
債
等
の
発
行
者
（
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

、
社
債
等
の
発
行
者
（
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十

六
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
二
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。
）
又
は

六
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
二
十
三
条
各
号
に
掲
げ
る
者
を
含
む
。
）
又
は

他
の
振
替
機
関
等
に
対
し
、
当
該
振
替
機
関
又
は
当
該
口
座
管
理
機
関
の
加
入

他
の
振
替
機
関
等
に
対
し
、
当
該
振
替
機
関
又
は
当
該
口
座
管
理
機
関
の
加
入

者
の
特
定
個
人
情
報
（
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る

者
の
特
定
個
人
情
報
（
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
提
供
す
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。
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附

則

こ
の
命
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化

及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。
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